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第12回合併協議会を開催 

第13回合併協議会を開催 

名 付 け 親 賞 等 を決 定！ 

住民説明会の結果報告 

合併協議会からのお知らせ 
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　第12回合併協議会が7月28日、村岡町老人

福祉センターで、第13回合併協議会が８月11日、

美方町総合センターでそれぞれ開催されました。

　また、第13回合併協議会において、新町の名

称（香美町）の決定に伴い名付け親賞の抽選会が

行われました。20名の方にも特別賞が贈られます。 

　その他、7月 20日から８月10日の間に行わ

れた住民説明会の結果を掲載しています。 

　詳しくは２ページ以降をご覧ください。 

▲村岡ふるさと祭り ～村岡藩山名子ども大名行列～ 〈村岡町〉 
（Ｈ16.8.7開催） 



　
７
月
28
日
、
村
岡
町
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
、
第
12
回
合
併
協
議

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
提
出
さ

れ
た
議
題
と
概
要
は
次
の
と
お
り

で
し
た
。 

協
議
第
50
号
（
継
続
） 

　
総
務
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　（
そ
の
２
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
前
回
の
協
議
会
で
継
続
に
な
っ

て
い
た
総
務
関
係
事
務
事
業
の
取

扱
い
（
そ
の
２
）
に
つ
い
て
、
要

望
さ
れ
て
い
た
第
三
セ
ク
タ
ー
に

関
す
る
資
料
が
提
出
さ
れ
、
協
議

を
し
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま

し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
こ

と 　
第
三
セ
ク
タ
ー
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

 

２
　
手
数
料
に
関
す
る
こ
と 

　
認
可
地
縁
団
体
告
示
事
項
証
明

手
数
料
、
認
可
地
縁
団
体
印
鑑
登

録
証
明
書
交
付
手
数
料
及
び
そ
の

他
諸
証
明
手
数
料
は
、
２
５
０
円

と
す
る
。 

 

３
　
姉
妹
都
市
交
流
及
び
地
域
間

交
流
に
関
す
る
こ
と 

　
姉
妹
都
市
交
流
及
び
地
域
間
交

流
は
、
存
続
の
方
向
で
相
手
方
の

意
向
を
確
認
し
て
、
合
併
時
に
調

整
す
る
。 

 

協
議
第
52
号 

　
保
健
医
療
関
係
事
務
事
業
の
取

　
扱
い
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
各
種
健（
検
）診
事
業
、
乳
児
健

診
な
ど
の
母
子
保
健
事
業
、
そ
の

他
、
病
院
・
診
療
所
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
、
協
議
が
行
な
わ
れ
、

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
各
種
健（
検
）診
事
業
に
関
す

る
こ
と 

　
各
種
健（
検
）診
事
業
は
、
３
町

の
実
施
内
容
を
調
整
し
、
合
併
時

に
再
編
す
る
。 

　
各
種
健（
検
）診
事
業
の
自
己
負

担
額
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

２
　
母
子
保
健
事
業
及
び
予
防
接

種
事
業
に
つ
い
て 

　
美
方
町
、
香
住
町
の
例
を
も
と

に
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

 

３
　
病
院
及
び
診
療
所
に
関
す
る

こ
と 

　
公
立
香
住
総
合
病
院
は
、
現
行

の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
美
方
町
及
び
村
岡
町
が
加
入
し

て
い
る
公
立
八
鹿
病
院
組
合
は
（
公

立
村
岡
病
院
）
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
引
き
続
き
構
成
団
体
と
な

る
よ
う
養
父
市
と
協
議
す
る
。
た

だ
し
、
事
務
処
理
区
域
は
現
行
の

美
方
町
及
び
村
岡
町
の
区
域
と
す

る
。 

　
国
民
健
康
保
険
診
療
所
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
国
民
健
康
保
険
診
療
所
の
診
断

書
等
の
手
数
料
及
び
自
動
車
使
用

料
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
村
岡
町
立
柤
岡
へ
き
地
出
張
診

療
所
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ

引
き
継
ぐ
。 

 

協
議
第
53
号 

　
商
工
観
光
関
係
事
務
事
業
の
取

　
扱
い
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
商
工
会
や
観
光
協
会
な
ど
の
取

扱
い
な
ど
、
商
工
観
光
に
関
す
る

事
務
事
業
に
つ
い
て
、
協
議
が
行

な
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ

ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
商
工
・
労
政
に
関
す
る
こ
と 

　
新
町
の
一
体
性
を
確
保
す
る
た

め
、
商
工
会
の
組
織
の
統
合
に
向

け
た
調
整
に
努
め
る
。 

　
商
工
会
に
対
す
る
補
助
制
度
は
、

現
行
制
度
を
尊
重
し
な
が
ら
、
合

併
後
に
調
整
す
る
。 

　
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度

は
、
香
住
町
の
例（
注
１
）に
よ
り

合
併
時
に
統
一
す
る
。 

　
村
岡
町
の
中
小
企
業
振
興
資
金

特
別
利
子
補
給
制
度
及
び
商
工
業

経
営
安
定
対
策
特
別
利
子
補
給
制

度
は
、
合
併
時
に
調
整
す
る
。 

　
商
店
街
街
路
灯
設
置
補
助
制
度

は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。 

　
現
行
の
工
業
振
興
補
助
制
度
等

は
廃
止
し
、
合
併
後
、
雇
用
の
拡

大
に
繋
が
る
企
業
立
地
等
に
対
す

る
支
援
制
度
を
検
討
す
る
。 

　
香
住
町
の
職
業
訓
練
業
務
は
、

現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

   

（1） （2） 

（1） （2） （3） （4） （5） 

（1） （2） （3） （4） 

（5） （6） （7） 

注１） 

〈参考〉 ３町の融資限度額の比較 

【中小企業振興資金融資制度】 
（１）目　的 
　町内の中小企業者が必要とする資金の融資を促進し、
企業経営の安定を図ることを目的とする。 
（２）融資対象者 
　町内に６ケ月以上事務所を有し、申請時までに町の
徴収金に滞納がない個人及び法人。 
（３）融資条件 
　①資 金 使 途　運転資金又は設備資金 
　②融資の種類　短期資金及び長期資金 
　③融資限度額　短期…運転資金1,000万円以内 
　　　　　　　　長期…運転資金500万円以内 
　　　　　　　　　　　設備資金1,000万円以内 
　④融 資 期 間　短期…１年以内 
　　　 　 　 　　長期…運転資金５年以内 
　　　　 　 　 　　　　設備資金７年以内 
　⑤融 資 利 率　短期資金…1.5％ 
　　　　 　 　 　長期資金…2.1％ 

美 方 町 村 岡 町 香 住 町 

短期・長期合わせて 

１企業500万円以内 

短期・長期合わせて 

１企業500万円以内 

短期…運転資金1,000万円以内 

長期…運転資金500万円以内 

　　　設備資金1,000万円以内 
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催
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催
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－２－ 



２
　
観
光
振
興
に
関
す
る
こ
と 

　
新
町
の
一
体
性
を
確
保
す
る
た

め
、
観
光
協
会
の
組
織
の
統
合
に

向
け
た
調
整
に
努
め
る
。 

　
観
光
協
会
に
対
す
る
補
助
制
度

は
、
現
行
制
度
を
尊
重
し
な
が
ら
、

合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
各
イ
ベ
ン
ト
は
、
各
町
の
取
り

組
み
の
経
過
や
地
域
特
性
を
考
慮

し
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
ふ
る
さ
と
会
員
制
度
は
、
各
町

の
取
り
組
み
の
経
過
や
地
域
特
性

を
考
慮
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

 

協
議
第
54
号 

　
学
校
教
育
関
係
事
務
事
業
の
取

　
扱
い
（
そ
の
２
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
就
学
援
助
や
校
外
活
動
補
助
等

に
つ
い
て
、
協
議
が
行
な
わ
れ
、

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
就
学
援
助
に
関
す
る
こ
と 

　
準
要
保
護
児
童
生
徒
に
対
す
る

就
学
援
助
は
、
現
行
の
と
お
り
新

町
へ
引
き
継
ぎ
、
学
校
給
食
費
に

係
る
支
給
率
は
、
美
方
町
、
香
住

町
の
例
（
支
給
割
合
１
０
０
％
）

に
よ
り
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

２
　
校
外
活
動
補
助
に
関
す
る
こ

と 　
校
外
活
動
に
対
す
る
補
助
は
、

現
行
の
３
町
の
制
度
を
も
と
に
調

整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

 

３
　
英
語
指
導
助
手
招
致
事
業
に

関
す
る
こ
と 

　
英
語
指
導
助
手
招
致
事
業
は
、

現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

 
協
議
第
11
号
（
継
続
） 

　
新
町
の
名
称
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
新
町
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
２

次
選
定
で
選
ば
れ
た
６
候
補
の
中

か
ら
、
最
終
選
定
が
行
わ
れ
、
協

議
の
結
果
、
全
会
一
致
で
新
町
の

名
称
を
「
香
美
町
」
と
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
郡
名
に
つ
い
て

は
、
合
併
協
定
項
目
以
外
の
重
要

事
項
と
し
て
、
協
議
会
で
確
認
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
郡
名
は

「
美
方
郡
」
と
す
る
よ
う
に
兵
庫

県
に
申
し
入
れ
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。 

（１） （2） （3） （4） 

－３－ 

「香 美 町」 
《選 考 基 準》 
１．町民のこころのよりどころ、誇りとなる名前とする。 
２．他町からみても、なるほどと理解される名前とする。 
３．先々、町の発展に繋がる名前とする。 
４．これまでの名前の頭の組み合わせではなく、意味のある名前とする。 
５．新町を予定通り発足させるうえで、理解いただける名前とする。 

《意 味 合 い》 
まちづくりの視点 
　「香美」には「香り高く、美しい町」という意味が含まれており、「香美」の「香」には、
海の香り、さかなの香り、山の新緑の香り、清流の矢田川の香りなど、それぞれの地域の歴史、
文化などの香りを含めた意味が込められている。 
歴史的視点 
　３町ともに「美」には縁があり、美方町・村岡町の「七美郡」、香住町の「美含郡」ともに、
奈良時代より明治29年４月１日まで継承されてきた歴史的経過があり、それらの「美」を「香
美」に使用することとした。 
　◇「七美郡」（莵束、七美、小代、射添、駅家） 
　　　奈良時代に都のあった平城京跡、出土した木簡に「但馬国七美郡七美郷春米伍斗」天
　　平神護元年四月（765年）のものがある。 
　◇「美含郡」（佐須、竹野、香住、美含、長井、餘部） 
　　　930年頃の承平年間に成立した日本最古の百科事典『和名抄』に記されている。律令
　　政治体制の成立とともに『和名抄』の郡・郷は存在したと推定される。 
※「和名抄」：延長年中に源順が醍醐天皇の第４皇女勤子内親王の命を奉じて撰述した古書 

か み ちょう 

しつ 

う づか しつ お じろ い そう えき や み しつ ぐん み 

み ぐん たけ の か すみ み ぐみ なが い あまる べ さ づ ぐみ 

み ぐん ぐん ぐみ み 

▲名称を掲げる３町長 



　
８
月
11
日
、
美
方
町
総
合
セ
ン

タ
ー
で
、
第
13
回
合
併
協
議
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
提
出
さ
れ
た

議
題
と
概
要
は
次
の
と
お
り
で
し

た
。 

協
議
第
55
号 

　
環
境
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い

　（
そ
の
１
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
ご
み
処
理
に
関
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
協
議
が
行
な
わ
れ
、
次
の

よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
ご
み
処
理
に
関
す
る
こ
と 

　
ご
み
収
集
業
務
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
合
併
後

に
再
編
す
る
。 

　
ご
み
収
納
庫
設
置
事
業
は
、
村

岡
町
、
香
住
町
の
例
に
よ
り
、
合

併
時
に
統
一
す
る
。 

　
ご
み
袋
等
の
販
売
委
託
業
務
は
、

香
住
町
の
例
を
も
と
に
、
合
併
時

に
再
編
す
る
。 

　
資
源
ご
み
の
回
収
奨
励
金
交
付

事
業
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

協
議
第
56
号 

　
社
会
教
育
関
係
事
務
事
業
の
取

　
扱
い
（
そ
の
１
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
人
権
・
同
和
教
育
や
成
人
式
の

取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
、
協
議
が

行
な
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ

れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
人
権
・
同
和
教
育
に
関
す
る

こ
と 

　
人
権
・
同
和
教
育
事
業
は
、
現

行
の
事
業
を
も
と
に
調
整
し
、
合

併
後
に
再
編
す
る
。 

　
人
権
・
同
和
教
育
推
進
（
研
究
）

協
議
会
は
、
合
併
後
、
速
や
か
に

再
編
す
る
方
向
で
調
整
に
努
め
る
。 

 

２
　
成
人
式
に
関
す
る
こ
と 

　
成
人
式
は
、
成
人
の
日
の
前
後

に
１
ヵ
所
で
統
一
し
て
実
施
す
る
。 

 

３
　
文
化
財
に
関
す
る
こ
と 

　
町
指
定
の
文
化
財
は
、
新
町
へ

引
き
継
ぐ
。 

協
議
第
57
号 

　
福
祉
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　（
そ
の
２
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
福
祉
施
設
や
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
、

協
議
が
行
な
わ
れ
、
次
の
よ
う
に

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
福
祉
施
設
に
つ
い
て 

　
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

ぐ
。 

 

２
　
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
に
関

す
る
こ
と 

　
町
単
独
事
業
の
福
祉
医
療
費
助

成
事
業
は
合
併
時
に
廃
止
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
事
業
を
実
施
し
て

い
る
美
方
町
、
村
岡
町
に
限
り
、

現
行
の
受
給
者
証
の
有
効
期
間
満

了
ま
で
継
続
実
施
す
る
。 

　
町
単
独
事
業
の
福
祉
医
療
費
助

成
事
業
の
う
ち
、
乳
幼
児
医
療
費

助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

村
岡
町
の
制
度
を
も
と
に
、
新
町

に
お
い
て
新
た
に
助
成
制
度
を
設

け
る
。 

３
　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
関

す
る
こ
と 

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

継
ぎ
、
新
町
に
お
い
て
連
合
会
を

組
織
す
る
。 

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動

費
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

 

協
議
第
58
号 

　
農
林
水
産
関
係
事
務
事
業
の
取 

　
扱
い
（
そ
の
２
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
林
業
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

協
議
が
行
な
わ
れ
、
次
の
よ
う
に

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
林
業
に
関
す
る
こ
と 

　
林
業
振
興
補
助
制
度
は
、
現
行

の
３
町
の
制
度
を
も
と
に
調
整
し
、

合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
林
道
整
備
に
係
る
受
益
者
負
担

金
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
林
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
事
業

に
係
る
受
益
者
負
担
金
は
、
美
方

町
、
村
岡
町
の
制
度
を
も
と
に
合

併
時
に
再
編
し
、
香
住
町
の
町
単

独
事
業
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。 

　
治
山
事
業
に
係
る
受
益
者
負
担

金
は
、
香
住
町
の
例
に
よ
り
合
併

時
に
再
編
す
る
。 

　
有
害
鳥
獣
防
止
対
策
補
助
制
度

は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
制
度
を

も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編

す
る
。 

 

協
議
第
59
号 

　
水
道
・
下
水
道
関
係
事
務
事
業 

　
の
取
扱
い（
そ
の
２
）に
つ
い
て 

↓
継
続 

 

　
上
水
道
・
下
水
道
関
係
の
手
数

料
な
ど
に
つ
い
て
、
協
議
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
が
、
下
水
道
関
係
の

手
数
料
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
あ

り
、
継
続
協
議
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

 

　
そ
の
他
、
次
回
協
議
会
で
協
議

事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
地

域
自
治
区
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

事
前
に
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
新
町
名
称
の
決
定
に
伴

っ
て
、
香
美
町
と
応
募
さ
れ
た
方

の
中
か
ら
名
付
け
親
賞
１
名
、
特

別
賞
20
名
の
抽
選
会
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

 

（1） （2） 

（1） 

（1） 

（1） （2） （3） （2） （1） 

（4） （5） 

（2） 

（2） 

（3） （4） 

第
13
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
13
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
13
回
合
併
協
議
会
を
開
催 
第
13
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事
項 

－４－ 



村

岡

会

場 

美

方

会

場 

香

住

会

場 

－５－ 

▲抽選する岩槻会長 

名付け親賞名付け親賞
新町名（香美町）新町名（香美町）新町名（香美町）

美方町秋岡 

吉田　節子さん 
よし だ せつ こ 

《特 別 賞》 
香住町一日市 

吉本　洋介さん 
よし もと よう すけ 

香住町訓谷 

亀村　亀雄さん 
かめ むら かめ お 

香住町沖浦 

山本八千子さん 
やま もと ち や こ 

香住町香住 

尾崎　　茂さん 
お ざき しげる 

村岡町和佐父 

森　　匡伯さん 
もり まさ みち 

香住町三谷 

清水　憲一さん 
し みず けん いち 

香住町下浜 

浜上　一枝さん 
はま がみ かず え 

香住町八原 

原　　　證さん 
はら あきら 

香住町無南垣 

前田喜美子さん 
まえ だ み き こ 

村岡町高坂 

井上　彰三さん 
いの うえ しょう ぞう 

村岡町川会 

中村　鶴子さん 
なか むら つる こ 

香住町香住 

中嶋　久之さん 
なか しま ひさ ゆき 

村岡町宿 

上田あや子さん 
うえ だ こ 

村岡町高津 

石井　　剛さん 
いし い つよし 

香住町香住 

森本　友造さん 
もり もと とも ぞう 

香住町香住 

森本　芳子さん 
もり もと よし こ 

香住町三谷 

清水恵美子さん 
し みず み え こ 

香住町中野 

栗原　住蔵さん 
くり はら すみ ぞう 

村岡町寺河内 

大城　徳宗さん 
おお しろ とく むね 

香住町大野 

柴田　好子さん 
しば た よし こ 

※大変たくさんの応募をいただき、 
　ありがとうございました。 

３
町
の
合
併
合
併
に
関
す
る 

住
民
説
明
会

住
民
説
明
会
の
結
果
報
告

結
果
報
告 
３
町
の
合
併
合
併
に
関
す
る 

住
民
説
明
会

住
民
説
明
会
の
結
果
報
告

結
果
報
告 
３
町
の
合
併
合
併
に
関
す
る 

住
民
説
明
会

住
民
説
明
会
の
結
果
報
告

結
果
報
告 
３
町
の
合
併
に
関
す
る 

住
民
説
明
会
の
結
果
報
告 

　
７
月
20
日
か
ら
８
月
10
日
の
間
、
美
方
町
、
村

岡
町
、
香
住
町
の
19
会
場
に
お
い
て
合
併
に
関
す

る
住
民
説
明
会
が
各
町
主
催
で
開
催
さ
れ
、
た
い

へ
ん
多
く
の
住
民
の
皆
様
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

　
各
町
の
説
明
会
で
は
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
中
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
、
掲

載
い
た
し
ま
す
。 

　
な
お
、
回
答
は
説
明
会
に
お
い
て
各
町
で
行
わ

れ
ま
し
た
。 

・
村
岡
と
の
間
に
ト
ン
ネ
ル
を
お
願
い
し
た
い
。 

・
香
住
線
を
ト
ン
ネ
ル
、
橋
梁
で
改
良
を
お
願
い

　
し
た
い
。 

・
余
部
鉄
橋
架
け
替
え
に
つ
い
て
、
２
町
に
説
明

　
し
、
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
。 

《
道
路
交
通
関
係
》 

・
住
民
が
「
合
併
し
て
よ
か
っ
た
。」
と
い
え
る
合

　
併
に
し
て
ほ
し
い
。 

・
３
町
が
合
併
し
て
「
日
本
一
」
と
い
え
る
目
玉

　
が
ほ
し
い
。 

・
公
民
館
主
事
の
配
置
に
よ
り
、
合
併
後
の
コ
ミ

　
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
活
発
化
の
支
援
を
し
て
い
た

　
だ
き
た
い
。 

《
そ
の
他
》 

・
商
工
業
が
さ
び
れ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。 

・
観
光
を
前
面
に
出
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
。 

・
サ
ル
、
イ
ノ
シ
シ
の
対
策
は
継
続
し
て
ほ
し
い
。 

《
産
業
関
係
》 

・
小
児
科
の
休
日
や
夜
間
の
診
療
体
制
に
つ
い
て
、

　
新
町
で
は
充
実
し
て
ほ
し
い
。 

・
地
域
の
診
療
所
を
ぜ
ひ
残
し
て
ほ
し
い
。 

・
特
養
ホ
ー
ム
は
「
５
年
以
内
」
で
な
く
、
17
年

　
度
に
着
手
し
早
期
完
成
を
。 

・
若
者
定
住
対
策
を
も
っ
と
行
っ
て
ほ
し
い
。 

《
医
療
・
福
祉
関
係
》 



　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
日
本
選
手
の
活
躍

に
毎
日
の
よ
う
に
感
動
し
た
今
年
の
熱
い

熱
い
夏
、
あ
れ
だ
け
の
猛
暑
が
う
そ
の
よ

う
に
涼
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
秋

で
す
ね
。 

　
合
併
協
議
会
も
13
回
を
重
ね
、
先
日
は

住
民
説
明
会
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ

熱
心
に
質
問
さ
れ
る
方
、
説
明
に
じ
っ
く

り
と
耳
を
傾
け
る
方
な
ど
合
併
に
つ
い
て

の
真
剣
な
話
し
合
い
の
場
と
な
り
ま
し
た
。 

　
合
併
協
議
も
い
よ
い
よ
ラ
ス
ト
ス
パ
ー

ト
地
点
に
。
来
年
の
４
月
１
日
に
は
マ
ラ

ソ
ン
の
野
口
選
手
の
よ
う
に
感
動
の
ゴ
ー

ル
と
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

－６－ 

－合併協定項目の協議状況－ －合併協定項目の協議状況－ 

合併の方式 

合併の期日 

新町の名称 

新町の事務所の位置 

財産の取扱い 

新町まちづくり計画 

地域審議会の取扱い 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

地方税の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

事務組織及び機構の取扱い 

使用料、手数料等の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

字名の取扱い 

慣行の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

消防団の取扱い 

各種事務事業の取扱い 

①議会関係事務事業の取扱い 

②総務関係事務事業の取扱い 

③企画関係事務事業の取扱い 

④税務関係事務事業の取扱い 

⑤住民関係事務事業の取扱い 

⑥環境関係事務事業の取扱い 

⑦保健医療関係事務事業の取扱い 

⑧福祉関係事務事業の取扱い 

⑨農林水産関係事務事業の取扱い 

⑩商工観光関係事務事業の取扱い 

⑪建設関係事務事業の取扱い 

⑫水道・下水道関係事務事業の取扱い 

⑬学校教育関係事務事業の取扱い 

⑭社会教育関係事務事業の取扱い 

⑮電算システム関係事業の取扱い 

⑯その他協議が必要な事業の取扱い 

平成16年８月11日現在 

合 併 協 定 項 目 

基本項目 

合併特例法 
規定項目 

その他の 
協議項目 

協議 確認 

【発行】　美方町・村岡町・香住町合併協議会 
【住所】　〒667ー1368 
　　　　兵庫県美方郡村岡町入江７１１番地の２（村岡町射添会館内） 
　　　　電　話（０７９６）９９ー５０５０ 
　　　　ＦＡＸ（０７９６）９５ー０２２１ 
　　　　Ｅ-mail　mmk３ｔ-gappei@fine.ocn.ne.jp 
　　　　URL http://www.mmk3t-gappei.com/
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３町の人口・世帯・面積等 

※平成16年８月１日現在 

【香住町】 

【美方町】 

【村岡町】 
人口：6,595人 
世帯：2,036世帯 
面積：165.66km2

人口：13,848人 
世帯：4,049世帯 
面積：137.26km2

人口：2,575人 
世帯：917世帯 
面積：66.16　 km2

人口：23,018人 
世帯：7,002世帯 
面積：369.08km2

３町の計 

合併協議会は傍聴できます 合併協議会は傍聴できます 
　合併協議会は原則公開のため傍聴できます。傍聴
を希望される方は協議会の開催時間の１５分前まで
に会場にお出でいただき受付を済ませてください。 
　傍聴証をお渡しします。 

〔傍聴の注意事項〕 
　会議や周囲の人に迷惑をかけるなどの行為がある
場合は、傍聴できません。 
　また、カメラや録音器などの持込みは制限されて
います。 
　なお、携帯電話については電源を切っていただくか、
マナーモードにするなど会議の進行に支障のないよ
うご協力ください。 

－ お詫びと訂正 － 
協議会だより第７号におきまして、誤字がありましたので、
お詫び申し上げます。訂正箇所については、次のとおりです。 
・協議43号【確認内容】「１　定例会の召集について」 
　→「１　定例会の招集について（Ｐ２） 
・協議４８号「建築関係事務事業の取扱いについて」 
　→「建設関係事務事業の取扱いについて」（P３） 

事務局の合併紀行 


